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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年２月４日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市鐘ノ岬
かねのみさき

西岸沖 

  宗像市所在の鐘崎
かねさき

港西防波堤灯台から真方位３３０°８５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５３.３′ 東経１３０°３１.３′） 

事故調査の経過 平成２４年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十二新幸
しんこう

丸、１８トン 

 ＦＯ２－６３１８（漁船登録番号）、新幸水産有限会社 

 １６.７５ｍ（Lr）×４.２０ｍ×１.６６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６kＷ（動力漁船登録票による）、平成５年４

月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日  昭和６３年５月２６日 

    免許証交付日 平成２０年４月２１日 

          （平成２５年５月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 シューピースに擦過傷、プロペラ翼に曲損及び欠損、プロペラ軸に曲

損 

 事故の経過   本船は、船長ほか５人が乗り組み、平成２４年２月４日０６時２０

分ごろ、操業のために宗像市鐘崎漁港を出港し、鐘ノ岬南西岸沖を約

１０ノットの速力で北北西進していたところ、船長が、船首方の海面

上に漂う黒っぽい浮流物を発見するとともに、左舷船首方の沖から鐘

崎漁港に向けて入航して来る漁船を認めた。 

船長は、入航船に接近しないよう右転して浮流物を避け、浮流物の

種類や大きさがはっきりと分からなかったので、距離を大きく隔てて

から左転し、原針路とほぼ平行に右舷方の鐘ノ岬西岸に近寄った状況

で浮流物が漂う左舷方の海面を見ながら北北西進中、０６時３０分ご

ろ、鐘ノ岬西岸沖において、本船の船尾船底が浅瀬に接触し、衝撃を

受けながら通過した。 
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船長は、船体に激しい振動があるので、出漁を断念し、自力航行し

て鐘崎漁港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期、潮高  約９５cm 

日出時刻：０７時１３分 

 その他の事項 

 

海図（Ｗ１２３９）によれば、本事故発生場所付近の水深は０.２

ｍで底質は岩である。 

船長は、本事故発生場所付近に浅瀬があることを知っていたが、ふ

だんから通り慣れている海域であり、乗り揚げることはないと安心し

ていた上、浮流物が漂う左舷方の海面に注意を向け、作動中のレーダ

ー及びＧＰＳプロッターの画面を見ていなかった。 

船長は、本船の喫水を把握していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、鐘ノ岬南西岸沖を北北西進中、船長が、船首方に浮流物を

発見し、右転して浮流物を避けたのち、左転して原針路とほぼ平行に

航行した際、浮流物が漂う左舷方の海面に注意を向け、右舷方の鐘ノ

岬西岸に接近して航行したことから、鐘ノ岬西岸沖の浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、鐘ノ岬南西岸沖を北北西進中、船長が、

船首方に浮流物を発見し、右転して浮流物を避けたのち、左転して原

針路とほぼ平行に航行した際、浮流物が漂う左舷方の海面に注意を向

け、右舷方の鐘ノ岬西岸に接近して航行したため、鐘ノ岬西岸沖の浅

瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・沿岸部を航行中は、レーダーやＧＰＳプロッターなどの航海計器

を使用して船位確認を確実に行うこと。 

 




